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第７章 温室効果ガス等 

 

 7-1 オゾン層破壊物質 

 

 7-1-1 概  要 

現況施設においては、空調機等の冷媒としてオゾン層破壊物質である CFC（クロロフル

オロカーボン）、HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）及び代替フロンである HFC（ハ

イドロフルオロカーボン）が使用されているため、解体工事による処理について検討を行

った。 

 

7-1-2 調  査 

(1) 調査事項 

オゾン層破壊物質の使用状況及び量 

(2) 調査方法 

聞き取り調査による確認 

(3) 調査場所 

事業予定地内 

(4) 調査結果 

現況施設の執務室等に設置されているルーム用エアコン、パッケージ用エアコン等にお

いてハイドロクロロフルオロカーボン（R22）が約 480kg、家庭用冷蔵庫においてクロロフ

ルオロカーボン（R12、R502）が約４kg、飲料用自動販売機においてハイドロフルオロカー

ボン（R134a、R407c）が約３kg 使用されていると想定した。 

建物断熱材は木毛セメント板、吹付ロックウール等が使用されており、フロンを使用し

た発泡樹脂系の建物断熱材は使用されていなかったことを確認した。 

また、機械室の消火剤としてボンベに充填された状態で約 280kg のブロモトリフルオロ

メタン（ハロン-1301）が設置されていることを確認した。 

 

 7-1-3 予  測 

(1) 予測事項 

オゾン層破壊物質の処理 

(2) 予測対象時期 

現況施設の解体工事時 

(3) 予測場所 

事業予定地内 
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(4) 予測方法 

① 予測手法 

工事計画からの推定によった。 

② 予測条件 

フロン類の処理については、廃棄する際にフロン類の回収を義務づけた「特定製品に係

るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（平成 13 年法律第 64 号）（以下

「フロン回収・破壊法」という。）を遵守して、適切に処理・処分する。 

なお、平成 19 年 10 月 1 日より施行された改正フロン回収・破壊法によるフロン類の処

理フローは、図 2-7-1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
出典）「環境循環型社会白書（平成 19 年版）」（環境省編、平成 19 年） 

図 2-7-1 フロン回収・破壊法によるフロン類の処理フロー 

 

(5) 予測結果 

予測条件に示した措置を確実に実行することにより、フロン類の大気への放出はないと

考えられる。 

 

7-1-4 評  価 

予測結果によると、フロン類の大気への放出はないと考えられることから、フロン類の

影響は回避されるものと判断する。 
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 7-2 工事中の温室効果ガス 

 

7-2-1 概  要 

 現況施設の解体及び新建築物の建設中に温室効果ガスを排出するため、この排出量につ

いて検討を行った。 

 

7-2-2 予  測 

(1) 予測事項 

 工事に伴い発生する温室効果ガスの排出量 

(2) 予測対象時期 

 現況施設の解体工事中及び新建築物の建設工事中 

(3) 予測方法 

 ① 予測手法 

 工事中における温室効果ガスの排出は、主として「建設機械の稼働」、「建設資材の使用」、

「建設資材等の運搬」注）及び「廃棄物の発生」に起因することから、各行為における温室

効果ガスの排出量を算出し、積算した。 

 温室効果ガス排出量は、「名古屋市環境影響評価技術指針マニュアル（温室効果ガス）」

（名古屋市，平成 19 年）を用いて算出した。（工事中における温室効果ガス排出量の算出

根拠は、資料９－１（資料編 p.292）参照） 

 ② 予測条件 

ア 建設機械の稼働 

 (ｱ) 燃料消費による二酸化炭素排出量の算出 

 燃料消費量の算出には、「平成 21 年度版 建設機械等損料表」（社団法人 日本建設機械

化協会，平成 21 年）に掲げる運転１時間あたり燃料消費率等を用いた。 

 軽油の燃料原単位は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（平成 11 年政令第

143 号）別表第１より算出した 2.62 ㎏ CO2/ℓ を用いた。 

 (ｲ) 電力消費による二酸化炭素排出量の算出 

 電力消費量の算出には、電力使用の建設機械、工事期間中に使用する照明機器等の定格

出力や稼働時間等を用いた。 

 電力原単位は、環境省報道発表資料「平成 19 年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数の

公表について」（平成 20 年）に示されている中部電力株式会社の電力原単位（0.470 ㎏

CO2/kWh）を用いた。 
           
注）工事関係車両の走行の事を示す。「7-2 工事中の温室効果ガス」、資料９－１（資料編 p.295）で

は、「名古屋市環境影響評価技術指針マニュアル（温室効果ガス）」（名古屋市,平成 19 年）にある

「建設資材等の運搬」という言葉を使っている。 
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イ 建設資材の使用 

 (ｱ) 建設資材の使用に伴う二酸化炭素排出量の算出 

 建設資材の使用量は、事業計画に基づき設定した。資材の排出原単位は、土木学会公表

値または資材の単位量あたりの製造、運搬、廃棄時の二酸化炭素排出量を積上げ、これを

資材の使用回数で除することにより求めた。 

 (ｲ) 建築用断熱材の建設現場における現地発泡時の温室効果ガス排出量 

 1･1･1･2-テトラフルオロエタン（HFC-134a）の使用量（㎏）は、事業計画に基づき設定

した。発泡時漏洩率は、「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 HFC 等３ガス分科会

報告書」（環境省，平成 18 年）により、10％とした。 

ウ 建設資材等の運搬 

 燃料使用量の算定に用いる工事関係車両台数、走行量等の諸元は、資料９－１（資料編

p.295）に示すとおりとした。 

 燃費については、「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の

算定の方法」（平成 18 年経済産業省告示第 66 号）によった。 

 温室効果ガスの種類別、車種別の排出係数については、「平成 16 年度 PRTR 届出外排出量

の推計方法」（経済産業省・環境省，平成 18 年）によった。 

エ 廃棄物の発生 

 工事中における廃棄物等の種類別発生量は、第６章「廃棄物等」表 2-6-3（p.350）より、

資料９－１（資料編 p.298）に示すとおり設定した。 

 廃棄物の発生に伴う温室効果ガス排出係数は、廃棄物の種類別・処分方法別に「地球温

暖化対策の推進に関する法律施行令」により設定した。 

(4) 予測結果 

 工事中における温室効果ガス排出量は、表 2-7-1 に示すとおりである。 

 
表 2-7-1 工事中の温室効果ガス排出量（CO２換算） 

                                単位：tCO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小　計 行為別合計

3,450

4,676

151,119

4,940

12,585

6

154

CO2 845

N2O 18

埋　立 CH4 609

約　178,000

イ 建設資材
の使用

ウ 建設資材
等の運搬

合　　　　　　　計

エ 廃棄物の
発生

CO2

CH4

N2O

約　13,000

焼　却
約　1,500

建設資材の使用（CO2）
約　156,000

建築用断熱材の現場発泡（HFC-134a）

区　　　　　　　分
温室効果ガス排出量（CO2換算）

約　8,000
ア 建設機械
の稼働

燃料消費（CO2）

電力消費（CO2）
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 7-2-3 環境の保全のための措置 

本事業の実施にあたっては、以下に示す環境保全措置を講ずる。 

(1) 建設機械の稼働 

・工事中において、作業効率や機械の燃料消費率の向上に努める。 

・不要なアイドリングを中止するとともに、建設機械の選定にあたっては、省エネルギ

ー機構が装備されている機械の選定に努める。 

・建設機械の使用に際しては、負荷を小さくするよう心がけるとともに、十分な点検・

整備により、性能の維持に努める。 

(2) 建設資材の使用 

・製造過程において、二酸化炭素の排出量が少ない資材の選択に努める。 

・再生骨材など資源循環に配慮した建材、資材の採用に努める。 

(3) 建設資材等の運搬 

・燃費の良い車種、低公害車の導入に努める。 

・土砂、資材等の搬出入については、適正な車種の選定及び積載量並びに荷姿の適正化

による運搬の効率化を推進し、さらに工事関係車両台数を減らすよう努める。 

・工事関係の通勤者には、できる限り公共交通機関の利用や自動車の相乗りを指導し、

通勤車両台数を減らすように努める。 

・合理的な運搬計画の策定により、運搬距離の最適化を図る。 

・アイドリングストップや経済走行など、エコドライブの実践を励行するとともに、省

エネ対応車両の導入に努める。 

・一括運搬等を実践し、延べ輸送距離の縮減に努める。 

(4) 廃棄物の発生 

・工事中に発生した廃棄物等については、関係法令等を遵守して、適正処理を図るとと

もに、減量化並びに再利用・再資源化に努める。 

・建設廃材の分別回収に努める。 

・仮設材分類による資材の再利用を図る。 

・型枠木材は、転用計画を立てるとともに、代替材の使用に努め、木材使用量の低減を

図る。 

・仕上げ材、設備機器等の搬入は、ユニット化等の工夫により、梱包材の発生の削減に

努める。 

 

 7-2-4 評  価 

 予測結果によると、工事中に発生する温室効果ガス排出量は約 178,000tCO2 である。 

 本事業の実施にあたっては、工事中において、作業効率や機械の燃料消費率の向上に努

める等の環境保全措置を講ずることにより、温室効果ガス排出量の低減に努める。 
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 7-3 存在・供用時の温室効果ガス 

 

 7-3-1 概  要 

 新建築物の供用に伴い温室効果ガスを排出等するため、この排出量及び吸収量について

検討を行った。 

  

 7-3-2 予  測 

(1)  事業活動等に伴い発生する温室効果ガス排出量 

① 予測事項 

事業活動等に伴い発生する温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算） 

② 予測対象時期 

新建築物の供用時（１年間） 

③ 予測方法 

ア 予測手法 

 供用時（１年間）における温室効果ガスの排出は、主として「新建築物の存在・供用」、

「新建築物関連自動車交通の発生・集中」、「廃棄物の発生」に起因することから、各行為

における温室効果ガスの排出量を算出し、積算した。また、本事業においては、事業予定

地内に緑化・植栽を施すことから、植物による二酸化炭素の吸収、固定量を算出し、前述

の排出量から差し引いた。 

 温室効果ガス排出量は、「名古屋市環境影響評価技術指針マニュアル（温室効果ガス）」

（名古屋市，平成 19 年）を用いて算出した。（存在・供用時における温室効果ガス排出量

及び吸収、固定量の算出根拠は、資料９－２（資料編 p.300）参照） 

イ 予測条件 

(ｱ) 新建築物の存在・供用 

  ｱ) エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素排出量の算出 

 エネルギー種類別年間消費量は、事業計画より設定した。 

 二酸化炭素排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」によるエネルギー

種類別の二酸化炭素排出係数より設定した。 

 なお、本事業においては、事前配慮に基づき、DHC を導入する計画である。 

ｲ) 新建築物の存在に伴い発生する温室効果ガスの排出量の算出 

 新建築物に使用される現場発泡ウレタンフォームの量は、事業計画より設定した。 

 排出割合は、「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 HFC 等３ガス分科会報告書」

（環境省，平成 18 年）より、製造後２～20 年の排出割合 4.5％を設定した。 
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(ｲ) 新建築物関連自動車交通の発生・集中 

 燃料使用量の算定に用いる供用時における新建築物関連車両台数、走行量等の諸元は、

資料９－２（資料編 p.302）に示すとおりとした。 

 燃費については、「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の

算定の方法」によった。 

 温室効果ガスの種類別、車種別の排出係数については、「平成 16 年度 PRTR 届出外排出量

の推計方法」によった。 

(ｳ) 廃棄物の発生 

 新建築物の供用に伴い発生する廃棄物等の種類別発生量は、第６章「廃棄物等」表 2-6-5

（p.353）より、資料９－２（資料編 p.303）に示すとおり設定した。 

 廃棄物の発生に伴う温室効果ガス排出係数は、廃棄物の種類別・処分方法別に「地球温

暖化対策の推進に関する法律施行令」により設定した。 

(ｴ) 緑化・植栽による二酸化炭素の吸収・固定量 

 事業予定地内の緑化・植栽内容は、第１部 第３章 3-3 (3)「緑化計画」（p.114）に示す

とおりである。 

高木・中低木単木の年間総二酸化炭素吸収量及び単位面積あたりの吸収量は、資料９－

２（資料編 p.306）に示すとおりとした。 

④ 予測結果 

新建築物の存在・供用時における温室効果ガス排出量は、表 2-7-2 に示すとおりである。 

 

表 2-7-2 新建築物の存在・供用時における温室効果ガス排出量（CO2換算）
注） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 注)1:表中の数字は、「名古屋市環境影響評価技術指針マニュアル（温室効果ガス）」（名古屋市，平成

19 年）に基づいて算出したものである。 
注 2:▲はマイナス（削減）を示す。 

単位：tCO2/年

小　計 行為別合計

電気の使用 9,494

地域冷暖房冷熱受入 3,591

地域冷暖房温熱受入 1,083

都市ガス 399

2,223

542

0

13

ウ 廃棄物の発生 CH4 0

N2O 177

CO2 115

N2O 2

エ ▲ 55 約 ▲ 60

約　18,000

約　300

一般廃棄物

廃プラスチック

約　600

区　　　　　　　分

温室効果ガス排出量
（CO2換算）

ア 新建築物の存在・供用

約　17,000

エネルギーの
使用（CO2）

合　　　　　　　計

新建築物の存在（HFC-134a）

CO2

CH4

N2O

緑化・植栽によるCO2の吸収・固定量

イ 新建築物関連自動車交通の
発生・集中
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(2) ライフサイクル CO2 

  ① 予測事項  

ライフサイクル CO2の排出量 

② 予測対象時期 

 現況施設の解体工事から新建築物の建設工事までと、新建築物の供用期間とした。 

③ 予測方法 

新建築物の供用期間を 100 年間と想定し、社団法人 日本建築学会から出版されている

「建物のＬＣＡ指針 温暖化・資源消費・廃棄物対策のための評価ツール」（社団法人 日

本建築学会，2006 年）のＬＣＡ計算ソフトにより、ライフサイクル CO2の排出量を想定し

た。（ＬＣＡ計算ソフトの概要は、資料９－３（資料編 p.309）参照） 

なお、修繕、改修工事等については、外装は 30～40 年、内装は 20～40 年毎に更新する

と想定した。 

④ 予測結果 

 ライフサイクル CO2の排出量は、表 2-7-3 に示したとおりである。 

 

表 2-7-3 ライフサイクル CO2の排出量 

                     単位：tCO2/100 年 

区    分 排 出 量 

現況施設の解体工事  約   2,000 
工事中 

新建築物の建設工事  約  280,000 

修  繕  約  320,000 

改修工事  約  406,000 

維持管理  約  157,000 
供用時 

エネルギー注）  約  1,569,400 

合    計  約  2,734,400 

注）ＬＣＡ計算ソフトでは、DHC による CO2 排出量が算定できないため、DHC
の他、電力量を含め、エネルギーの CO2 排出量は、建物計画から想定し
た。 
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 7-3-3 環境の保全のための措置 

(1) 予測の前提とした措置 

① DHC からの熱供給 

ここで、予測の前提とした措置を講ずることによる低減効果として、以下の２パターン

について、二酸化炭素の排出量を算出することにより、DHC からの熱源供給による低減量

の把握を行った。 

ア DHC から熱源の供給を受ける場合（以下「DHC 方式」という。） 

イ 本事業単独で熱源を確保する場合（以下「個別熱源方式」という。） 

各ケースにおける二酸化炭素の排出量は表 2-7-4 に示すとおりである。 

これによると、二酸化炭素排出量は、DHC 方式で約 4,700tCO2/年、個別熱源方式で約

5,100tCO2/年となり、DHC 方式の方が約 500tCO2/年少なくなり、約９％削減される。 

 

表 2-7-4 熱源方式別 CO2排出量の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）▲はマイナス（削減）を示す。 

 

② 新建築物の供用期間 

ここで、予測の前提とした措置を講ずることによる低減効果として、同じ二酸化炭素削

減計画を行う事にした以下の２パターンについての二酸化炭素の排出量を算出することに

より、100 年間供用による低減量の把握を行った。 

なお、100 年間供用と 50 年間供用を比較するため、二酸化炭素の排出量の計算は、前述

のＬＣＡ計算ソフトで行った。 

ア 新建築物の供用期間を 100 年間と想定した場合（以下「100 年間供用」という。） 

イ 新建築物の供用期間を 50 年間と想定し、50 年後に一度建て直しを行い、合計 100

年間の供用期間とした場合（以下「50 年間供用」という。） 

各ケースにおける二酸化炭素の排出量は、表 2-7-5 に示すとおりである。 

これによると、二酸化炭素排出量は、100 年間供用が約 2,700,000 tCO2/100 年、50 年間

供用が約 2,900,000 tCO2/100 年となり、100 年供用の方が約 200,000 tCO2/100 年少なくな

り、約７％削減される。 

エネルギー消費量 CO2排出係数 CO2排出量

① ② ①×②

（GJ/年)
(MWh/年)

（千Nm3/年)

（tCO2/GJ)
（tCO2/WWh)

（tCO2/千Nm
3)

（tCO2/年） （tCO2/年）

地域冷暖房冷熱受入 （GJ） 63,000 0.057 3,591

地域冷暖房温熱受入 （GJ） 19,000 0.057 1,083

（kWh） 5,600 0.470 2,632

（Nm3） 1,200 2.080 2,496

（tCO2/年） ▲ 454

（％） ▲ 9年間削減率

DHC方式

都市ガス

用　　途

電気

熱量

熱源方式

個別熱源
方式

年間削減量

5,128

単位

4,674

合　　計
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表 2-7-5 100 年間供用と 50 年間供用による比較 
 

単位：tCO2/100 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）▲はマイナス（削減）を示す。 

 

(2) その他の措置 

・外気冷房、自然換気の採用により新建築物内に風を取り入れる。 

・Low-E ガラスの採用等により日射遮蔽制御を行い、熱を遮断する。 

・屋上緑化等により、熱を遮断する。 

・太陽光発電等を設置し、再生可能エネルギーを利用する。 

・初期照度補正照明制御、人感センサー照明制御等の採用により省エネルギーに取り組む。 

・節水器具、雨水再利用、厨房排水再利用等によるインフラへの負荷を削減する。 

・長寿命の建物となるよう、設備の維持管理や更新等を適切に行う。 

 

 7-3-4 評  価 

 予測結果によると、DHC から熱源の供給を受けた方が、本事業単独で熱源を確保するよ

り温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算）は約 500tCO2/年少なくなり、また、100 年間供

用の方が、50 年間供用よりライフサイクル CO2の排出量は約 200,000tCO2/100 年少なくな

ることから、温室効果ガスの排出による環境負荷は低減されるものと判断する。 

 本事業の実施にあたっては、外気冷房、自然換気の採用により新建築物内に風を取り入

れる等の環境保全措置を講ずることにより、周辺の環境に及ぼす影響のさらなる低減に努

める。 

 

 

 

100年間供用 50年間供用

1回目の解体 2,000 2,000

1回目の建築 280,000 278,000

2回目の解体 0 9,000

2回目の建設 0 270,000

エネルギー 1,569,400 1,569,400

修　　繕 320,000 317,000

改修工事 406,000 360,000

維持管理 157,000 142,000

2,734,400 2,947,400

▲ 213,000 （▲7.2％）削　減　量

区    分

工事中

供用時

合　　　計
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